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消費者委員会新開発食品調査部会（第５１回） 

議事次第  

 

 

１．日時  令和２年１月 30日（木） 14:57～ 17:19 

 

２．場所  消費者委員会会議室  

 

３．出席者  

（委員）  

受田部会長、木村部会長代理、石見委員、今村委員、北嶋委員、木戸委員、  

大道委員、多賀委員、竹内委員、前田委員、松永委員、吉池委員、吉田委員  

（説明者）  

消費者庁  食品表示企画課  

（事務局）  

二之宮事務局長、金子参事官、新開発食品担当  

 

４．議事  

１．開  会  

２．特定保健用食品の表示許可に係る調査審議  

【新規審議品目】  

（１）「□□」  

「□□」  

「□□」  

「□□」  

（花王株式会社）  

３．報告事項  

（１）特定保健用食品の表示許可（規格基準型・再許可）   

４．閉  会  



1 

 

≪１．開会≫ 

〇金子参事官 それでは、時間より少し早いのではありますけれども、皆様、おそろいでございま

すので、会議を始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 ただいまから「消費者委員会第51回新開発食品調査部会」を開催いたします。 

 第６次消費者委員会発足後、初めての会合ということでございます。 

 皆様におかれましては、この度、就任に係る手続に御協力いただきまして、どうもありがとうご

ざいました。 

 皆様の席上、会議資料の資料１として、委員名簿をお付けしておりますので、お名前等の御確認

をいただければと思います。 

 第５次から引き続き御就任いただきました皆様におかれましては改めて、また、今回から新たに

加わっていただいております皆様におかれましても、今後、どうぞよろしくお願いいたします。 

 定足数の関係でございますけれども、本日、田中委員、松藤委員から御欠席の連絡を頂いており

ますけれども、過半数に達しておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたし

ます。 

 本調査部会の部会長でございますけれども、第309回消費者委員会におきまして、受田浩之委員

が山本委員長より指名されております。第５次に引き続きまして、よろしくお願いいたします。 

 従来同様、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。 

 第６次の初回会合に当たりまして、消費者委員会事務局長の二之宮より御挨拶申し上げます。 

○二之宮事務局長 皆様、この度はお忙しい中、新開発食品調査部会の委員をお引き受けいただき

まして、誠にありがとうございます。 

 特定保健用食品の審議は、大部の申請資料に基づき、御審議いただくことになりますため、会議

の場だけではなく、会議前にも資料確認のため、皆様にかなりの時間を割いていただくこととなり

ます。事前準備も含め、会議当日の御議論が円滑に行えるよう、消費者委員会事務局、消費者庁共々、

最大限の努力をしてまいる所存でございます。 

 御審議いただく上で、何か不都合な点等がございましたら、是非事務局職員までお伝えください。 

 来年８月末までの任期の間、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○金子参事官 それでは、議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。 

 配付資料につきましては、議事次第の下部に記載のとおり、資料１から資料６、参考資料１から

参考資料７となっております。 

 また、後ろのテーブルには、審査申請書など、審議資料も併せて御用意をしておりますので、適

宜御参照いただければと思います。 

 不足の資料がございましたら、審議の途中でも構いませんので、事務局にお申し付けいただけれ

ばと思います。 

 配付資料や審議内容につきましては、公開を前提としていない内容も含まれておりますので、お

取扱いには御注意いただきますようにお願いいたします。 
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 それでは、受田部会長、以降の進行をお願いいたします。 

〇受田部会長 第５次に引き続きまして、新開発食品調査部会の部会長を仰せつかることになりま

した、受田浩之と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 部会長代理についてでございますが、参考資料３の消費者委員会令により、部会に属する消費者

委員会委員の中から、あらかじめ部会長が指名することとなっております。 

 第６次の部会長代理につきましては、木村たま代委員にお願いしたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○木村部会長代理 よろしくお願いいたします。 

○受田部会長 本日は、第６次の初回の部会でございますので、改めて情報管理の徹底について、

申し上げます。 

 本日の会議は、参考資料４の新開発食品調査部会設置・運営規程第６条第２項に基づき、非公開

とします。 

 第３項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが

許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。 

 配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、取扱い

に御注意いただくよう、改めて情報管理の徹底をお願いしたいと存じます。 

 議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録か

ら削除して、公開します。よろしいでしょうか。 

 それでは、ここで委員の皆様から、一言ずつ御挨拶をいただきます。 

 最初に、私が部会長として、次に、木村部会長代理、その後は、石見委員から座席の順にお願い

したいと思います。 

 なお、マイクの関係で、立ちますと、音が拾いにくいことがございますので、恐れ入りますけれ

ども、座ったまま御挨拶をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 今回、第６次新開発食品調査部会部会長を仰せつかりました、受田浩之と申します。 

 私自身の専門は、食品分析学、食品成分の選択的分析法の開発を目指すという研究をずっと行っ

ておりました。また、その分析法に基づいて、成分についての機能性等、食品の品質との関連につ

いて、解析をしていくという分野でこれまで研究に努めておりました。皆様、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

 それでは、木村部会長代理、石見委員の順番でよろしくお願いいたします。 

○木村部会長代理 木村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は、大学で食品を専攻しておりましたが、その後、消費者団体の仕事をしておりますので、消

費者団体として、利用者としての立場で発言させていただくことになると思います。 

 安全・安心な暮らしのため、また、消費者の権利のために、今回の委員会に参加させていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○石見委員 東京農大の石見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 専門は食品、あるいは食品成分の有効性及び安全性評価でございます。第一調査会の座長をして
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おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○今村委員 奈良医大の今村です。 

 専門は公衆衛生で、この分野は食品安全の関係のことをやっております。私は20年ほど前に厚生

省で働いておりまして、そのときに特保を担当しておりました。食品表示を担当しておりました。

そういった関係からも御進言できればと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○北嶋委員 北嶋と申します。 

 国立医薬品食品衛生研究所という厚労省の国立の研究所なのですけれども、毒性部長を拝命して

おります。この部会は今回が初めてになります。また、第一調査会の座長代理を拝命しております。 

 獣医師免許を持っておりまして、もともとの専門は獣医薬理学なのですけれども、当研究所に就

職してからは、今年でちょうど25年目になるのですが、ずっと実験動物を用いた毒性学的研究に従

事してきております。よろしくお願い申し上げます。 

○木戸委員 金沢学院大学の木戸といいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 専門は栄養学で、たんぱく質、アミノ酸、ペプチドを中心に研究しております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○大道委員 大道と申します。 

 私は、公益社団法人の日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会東日本支部食部

会の代表をしております。以前は、10年間ぐらい、神奈川県で分析の仕事なども行っていました。 

 今回、初めての参加になりますが、消費者目線で特保の食品というのは、今、関心のある内容で

すので、どういうことがその中で審議されているのかということを、しっかりと私も意見を出しな

がら、ここの中で勉強をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○多賀委員 和洋女子大学の多賀と申します。 

 私は、臨床栄養学を担当して、専門としているのですけれども、研究は、機能性食品と疾患の関

係について、さまざまな角度から研究を進めております。また、クリニック等で栄養指導等も行っ

ておりますので、患者さんとか、そういうところからの視点でもお話しができると思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○竹内委員 法政大学の竹内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 経営学部でマーケティングを教えており、どちらかというと、企業寄りの視点なのですが、企業

のマーケティング活動は受け手である消費者がきちんと反応してくれてこそ成り立つものだと考

えています。研究の視点もパッケージ表示に対する消費者の情報処理、広告表示への誤認などを研

究対象に今までやってきております。今回も消費者の立場で、パッケージの表示を検討させていた

だければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○前田委員 前田と申します。 

 アレルギーの患者会を10年以上やっておりまして、アレルギーの患者の親として、母として、主

婦目線で学ばせていただきながら、発言させていただければいいと思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○松永委員 科学ジャーナリストの松永和紀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 私は、食の安全とか、機能性、あるいは環境影響辺りのところを主な自分のフィールドとして、

ジャーナリストとして活動をしています。中途半端なポジションにあると自分で自覚していまして、

論文も何とか読める、でも、科学者ではない、科学のプロフェッショナルではない。一方で、一消

費者ではありますけれども、消費者団体的な活動をしているわけでもなくて、ちょうど中途半端な

位置にあるのです。 

 科学的に言えることをどういうふうに消費者に伝えるか、誤認させることなく、科学的なエビデ

ンス、適切なところをどう表示に表すかというところで、きちっといろんなことを考えながら、消

費者誤認を招かない、信頼される表示をお手伝いしていきたいと思っておりますので、そういう観

点から発言していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉池委員 青森県立保健大学の吉池と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 現在、管理栄養士課程で公衆栄養学、公衆衛生学等の教育研究に従事しております。新開発食品

に関しては、今回、この部会は随分久しぶりで、十数年前、厚労省所管のときに調査部会に少し関

わらせていただいたり、食安委での議論にも加わったことがありました。今回、キャッチアップし

ながら、議論のお役に立てるようにしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

○吉田委員 東京慈恵会医科大学の吉田と申します。 

 医学的な専門領域としましては、内科学、とりわけ循環器内科、動脈硬化、脂質代謝等の医療関

係です。また、医学系では、臨床検査医学も専門医として仕事をさせていただいています。栄養関

連領域におきましては、動脈硬化学会のガイドラインと栄養部会の委員を務めているとともに、臨

床栄養学会、栄養食糧学会、機能性食品栄養学会の理事として、活動させていただいています。こ

の委員会としては、私、初めてのものでございまして、何とぞ御指導のほどをよろしくお願いいた

します。 

○受田部会長 ありがとうございました。 

 きょう、お二人、欠席でございますけれども、更にお二人の委員を加えて、このメンバーで今期

は議論させていただきますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、次に、利益相反に関する申し合わせについて、確認をしておきたいと思います。 

 第６次の初回ということでございますので、申し合わせの説明もあわせて、本日の審議品目に関

する申し合わせに基づく寄付金等の受取の有無と、申請資料に対する委員の関与について、事務局

から御説明をお願いいたします。 

〇消費者委員会事務局 まず申し合わせの内容につきまして、御説明いたします。 

 参考資料６を御覧ください。 

 当調査部会における特定保健用食品に関する審査手続に当たりましては、個別の製品についての

調査審議を行うこととなるため、審査の公平性を確保する観点から、当該製品の申請者からの寄付

金の受取実績のある委員は、調査審議に参加することに一定の要件を課すことが適当とされており

ます。この要件を定めたものが、利益相反に関する取扱いに係る申し合わせでございます。 

 申し合わせでは、過去３年間のいずれかの年において、申請事業者から受領した金額が500万円

を超える年がある場合は、当該審議品目の審議を行う場に同席できないとされております。また、
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過去３年間、いずれの年も500万円以下の場合は、当該品目の審議に参加し、意見を述べることはで

きますが、議決には加われないこととなっております。 

 ただし、受領した金額が、講演や原稿執筆料などの行為による報酬のみで、金額が３年間いずれ

も年間50万円以下の場合は、通常どおり、審議、議決に加わることができるとなっております。 

 この申し合わせに基づき、会議開催前に委員の皆様に申請品ごとの利益相反の有無を確認させて

いただきます。御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 なお、この申し合わせに基づいて、本日の審議品目の申請者からの寄付金等の受取について、事

前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。 

 御報告は、以上でございます。 

〇受田部会長 今の事務局からの説明について、御質問はございませんでしょうか。特によろしい

でしょうか。 

 

 

≪２．特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫ 

【新規審議品目】 

（１）「□□」 

「□□」 

「□□」 

「□□」（花王株式会社） 

 

〇□□委員 それでは、本日の調査審議に入ってまいりたいと思います。 

 「２．個別品目の表示許可に係る調査審議」に入ります。 

 新規審議品目で、花王株式会社の「□□」「□□」「□□」「□□」でございます。 

 ４品を一括で審議したいと思います。 

 それでは、消費者庁から御説明をお願いいたします。 

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料２を御覧ください。 

 本日御審議いただく申請品は、４品目です。 

 表の中で左側、黄色の部分が□□のもの、右側２つが□□味となっております。いずれも食品形

態は食用油でございます。 

 内容量はピロー包装□□g、これを最少包装の単位として、それが□□袋入りのものと□□袋入

りのもの、それとボトルにそのまま入っている□□g入りのものの２タイプ、それぞれのフレーバ

ーでございます。 

 許可を受けようとする表示の内容となりますが、「□□」というものです。 

 □□の部分が赤の線で消されておりますが、こちらは調査会における審議での指摘を踏まえ、申

請者が□□は削除すると申し出ておりますので、赤線を引いています。 
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 関与成分と一日摂取目安量は、関与成分はα－リノレン酸ジアシルグリセロール、α－リノレン

酸として□□gです。一日摂取目安量は□□gとなっております。 

 下の原材料の配合割合です。□□のものと□□の相違点ですけれども、赤で示しております。□

□について、若干の重量の相違があるところと、□□は、□□を添加しています。 

 その下の栄養成分表示につきましては、特に相違点はございません。 

 以上となります。 

○□□委員 ありがとうございました。 

 次に、調査会での審議状況などの説明を事務局からお願いしたいと存じます。 

○消費者委員会事務局 それでは、次の資料３を御覧いただけますでしょうか。 

 資料３に、この４品に関しましての審議結果をまとめております。この４品は、昨年の７月19日

に開催されました第46回の新開発食品評価第一調査会で御審議いただきました。ここでは、７項目

の指摘が出されまして、継続審議という結果になっております。 

 この指摘に対します回答が提出されまして、昨年の12月16日、第47回の調査会でまた審議されて

おります。ここでは、３項目の指摘が出されまして、座長預かりとなりました。 

 その後、この指摘に対しまして、申請者から回答が提出され、座長の御了解が得られましたので、

本日、部会で御審議いただくという段取りになっております。 

 点線の下ですけれども、この物は、関与成分がα－リノレン酸ジアシルグリセロールでございま

す。特保としては、新規の関与成分になりますので、その安全性につきましては、食品安全委員会

で御審議いただくことになっております。 

 食品安全委員会では、昨年の６月13日の第120回の専門調査会、９月12日の第122回の専門調査会、

２回御審議いただいております。 

 この御審議の結果として、評価書がまとめられまして、今年の１月21日、食品健康栄養評価の結

果が出されております。 

 これにつきましては、資料の後ろになりますけれども、参考資料２を御覧いただけますでしょう

か。 

 参考資料２が食品安全委員会から出されました「□□」４品についての評価書でございます。 

 この結論としては、１ページ目の下に書かれておりますように、これら４品については、提出さ

れた資料に基づく限りにおいて、安全性に問題はないと判断したということでございます。 

 ただし、ALARAの原則にのっとり、引き続き、合理的に達成可能な範囲で、できる限りグリシドー

ル脂肪酸エステルの低減に努める必要があることが付記されております。これが食品安全委員会で

の審議の結果でございます。 

 続きまして、消費者委員会の新開発食品評価第一調査会の２回の御審議の中で出てきました指摘

事項と、それに対する回答について、御説明させていただきたいと思います。 

 机の上にクリアファイルに入りました回答書等というファイルがあると思いますので、そちらを

御覧いただけますでしょうか。 

 ホチキス留めをされて、２つの資料があると思いますが、右上に「□□」４品目回答書と赤字で
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書いてありまして、令和元年11月１日という日付が入った資料が第１回目の審議、第46回の調査会

での指摘事項とその回答になります。 

 回答書を紙として２枚めくっていただけますでしょうか。２枚めくっていただきますと、回答書

としてのページ１というところが出てくると思います。指摘事項の（１）でございますけれど

も、許可表示文言について、以下、①から④を踏まえ、整理の上、修正の検討をされたいという御

指摘でございました。 

 この申請品目は、特保の効果として、□□、□□、さらに、□□、という３つの効果があるとい

うことを申請しているものでございます。 

対象者につきましても、□□、□□、□□に適していますということを申請しております。 

 指摘は、申請書に添付されている資料からは、こういった３つの効果、あるいは３グループの方々

に適しているということは、必ずしも全て言えないのではないかという御趣旨の指摘でございます。 

 １ページ目の下に、それに対しましての回答がございます。□□という文言につきましては、申

請者も確かに御指摘のとおり、申請書に添付した資料からは、□□にというのは難しいということ

で、この部分については、削除しますという回答が寄せられております。 

 右側の２ページ目になりますけれども、例えば□□という文言などにつきましては、添付されて

いる資料から十分に言えることであると、申請者は回答しております。 

 この回答について、御審議をいただきました結果、これについては、調査会として了承となって

おります。 

 ただし、３ページ目を見ていただけますでしょうか。上から３行目、４行目になりますけれども、

α－リノレン酸TAGによる血中中性脂肪の低下は、内臓脂肪低減とは独立した効果であり、内臓脂

肪低減の副次効果ではないと考えておりますということが書かれておりますけれども、申請書の他

の箇所を見ますと、これとは矛盾する記述がなされている部分もありまして、この点について、き

ちんと申請書の考え方を改めて説明するようにということで、その点については、再度の指摘とい

うことで出されております。 

 ５ページ目、指摘事項の（２）です。これにつきましては、後ろの机の上に乗っております、か

なり厚くなりますけれども「□□」申請資料概要版というファイルを御覧いただけますでしょうか。 

 この１－８というタグの付いたところをお開けください。もともとの雑誌のページ番号で1,670

ページを開けていただけますでしょうか。１－８という資料は、この申請品目につきまして、ヒト

での有効性を見た試験の報告であります。1,670ページの下に、TABLE3という表がございます。12週

間、α－リノレン酸TAGなり、コントロールの油を摂取させまして、内臓脂肪の量の変化を見ている

ものでございます。 

 12週目で、一番上にありますα－リノレン酸TAG、トリアシルグリセロール、こちらは150±25と

いう値になっています。その下のALA-DAG、α－リノレン酸DAGは、143±28ということで、トリアシ

ルグリセロールよりも、ジアシルグリセロールが下がったという結果が示されているわけでござい

ます。 

12週摂取させた後、４週間たったところで、もう一回後観察をしております。そのときに、TAGは
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151、DAGは145という数字になっているわけです。 

これを見ますと、week+４という一番右のところで、トリアシルグリセロール群とジアシルグリ

セロール群では、若干ジアシルグリセロール群のほうが少ない値になっていると読めるわけでござ

います。ということは、摂取をやめても、４週間ぐらいは、ジアシルグリセロールの効果が消えな

いで、残っているのではないかと推測されるということでございました。 

 同じファイルの１－３に戻っていただけますでしょうか。１－３という資料も、１つの試験の結

果を報告したものですが、こちらの試験は、クロスオーバーで試験をしております。４週間の摂取、

ウォッシュアウトが４週間、その後、また４週間の摂取という試験の設計になっておるわけですけ

れども、ウォッシュアウトが４週間ということで、先ほどお話しいたしました資料１－８で、摂取

をやめても、４週間、効果が残っているとすると、資料１－３でのウォッシュアウト期間は十分な

のかという心配がありますとの御指摘でございました。 

 この点につきまして申請者は、資料１－８の試験におけるプラス４週時点での内臓脂肪値は、確

かにジアシルグリセロール群のほうが若干低かったのですが、トリアシルグリセロール群と比べて、

群間で有意差はありませんでした。したがって、影響が残ったとまでは言えないと考えますという

ことを言っております。 

 資料１－３の試験での摂取期間は４週間、資料１－８は12週間の摂取だったわけです。摂取期間

が短くなっておりますので、仮に資料１－８で若干の影響が仮にあったとしても、資料１－３では、

より短い摂取期間で試験しているので、影響は非常に少なくなってくるであろうという趣旨の回答

をしております。 

 結論として、資料１－３で、ウォッシュアウト期間４週間でやった試験も十分な試験設計である

と回答して、調査会では了承されております。 

指摘事項の（３）になります。これも再度、資料１－８を御覧いただけますでしょうか。 

 今度は1,672ページになります。TABLE5を御覧ください。右から２つ目の列、week+４というとこ

ろです。12週間の摂取が終わった後、４週目の後観察の時点の値ですけれども、上から４番目、血

中のトリアシルグリセロールの量を見たときに、α－リノレン酸TAG、トリアシルグリセロールを

摂取させた群では、1.69という値になっておるのに対しまして、α－リノレン酸DAGを摂取させた

群では、1.82と、トリアシルグリセロール群に比べて、高い値になっているという結果が出ており

ます。 

この点につきまして、この数値も群間比較したときに有意ではないのですけれども、逆転してい

ます。このことについて、健康影響はないのか説明をされたいというのが、指摘の内容でございま

した。 

 この点につきまして申請者は、群間有意差が認めておらず、問題となる健康影響とまでは言えな

いと考えますという回答をして、これも調査会で了承されています。 

回答書の６ページ目になります。指摘事項の（４）ですけれども、申請品目の関与成分、α－リ

ノレン酸DAGですが、1,2-DAGと1,3-DAGの比率です。これは３対７ということが示されております。

天然のものも３対７ということなのですけれども、申請品目に使っているDAGの1,2、1,3比率も、天
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然と同じく３対７なのかどうか、説明されたいという御指摘です。 

 1,2-DAGと1,3-DAGでは、代謝速度が異なるなどということが推定されることから、存在比率が天

然のものと違っていることとなりますと、申請品目に使っているDAGの食経験についても、同等と

考えていいのかという疑問が出てくるということで、その点についても考察されたいという御指摘

でございました。 

 指摘事項（４）、（５）についての回答は、異性体比率について、申請品目に使っておりますα

－リノレン酸DAGも、天然のジアシルグリセロールと同様に、1,2と1,3の比率は３対７であるとい

う回答をしております。 

 1,2と1,3では、代謝速度などが異なることも推定されますけれども、３対７という比率は、申請

品目に限った比率ではございませんで、他の市販のものと同じ値であるということから、食経験は、

1,2と1,3の比率ということよりも、全DAG量の評価で妥当であると考えますという回答で、これに

ついても、調査会では了承されています。 

 回答書の８ページ目になります。指摘事項（６）として、α－リノレン酸DAGの1,2-DAGと1,3-DAG

のエネルギー源としての生物実験での利用効率について、示されたいという御指摘でございます。 

 これについて、申請者は、1,2-DAGも1,3-DAGも、生物実験での利用効率は、両者同等の□□％以

上と考えておりますということで、これも了承されております。 

 回答書の10ページ目になります。指摘は、ラットによるβ酸化の誘導は、ペルオキシソームで起

こることが多く、それが肝臓がん発生と関連付けられていることから、α－リノレン酸DAG投与に

より増加するβ酸化の細胞内局在について説明し、ヒトでの発がん性の有無について、考察された

いという御指摘でございました。 

ヒトでの発がん性の有無については、問題ないということで、回答で調査会でも御了解いただい

たのですけれども、回答にもありますようなPPARαとか、β酸化に関しましては、有効性のメカニ

ズムとも関わってきますので、これがどのように関与しているのかということについて、きちんと

説明してくださいということが、引き続きの指摘事項となっております。 

以上が第46回の調査会での指摘事項の回答になります。 

続きまして、第47回の調査会での指摘事項とその回答について、御説明をさせていただきます。 

同じクリアファイルに入っていると思いますけれども、薄いほうのホチキス留めをした回答書を

御覧いただけますでしょうか。 

 指摘事項の（１）は、先ほどお話しさせていただきましたけれども、前の第46回調査会の回答内

容について、矛盾する記載があるので、その点について、再度、きちんと説明するようにという御

趣旨の説明でございました。 

 申請者からは、見直しまして、ここに書いてある記述はこういう意味ですと、花王としては、こ

う考えますという内容の回答をしております。 

 １枚めくっていただきまして、指摘事項の（２）になります。これも先ほどお話ししましたよう

に、前回の調査会での回答の続きになりますけれども、PPARα、あるいはβ酸化がどのようにメカ

ニズムの中に関連しているのかということをきちんと説明されたいということです。
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申請者としては、このように考えますという内容で回答されております。 

１枚めくっていただいて、指摘事項の（３）ですけれども、これについては、先ほどの概要版の

ファイルがございますけれども、このイというタグのついたところで、ここに製品の表示見本があ

りますので、こちらを御覧いただけますでしょうか。 

イというタグがついた後の３枚目の紙になりますけれども、このような絵のついたページがある

と思いますので、そちらを御覧いただけますでしょうか。この下半分を見ていただきたいのですけ

れども、□□というところに、□□の絵が描かれております。□□の絵が描かれておるのですが、

赤枠の下に、□□ということで、枠外にあるのは、□□ということなのですけれども、□□と言っ

ているのですが、絵では□□ということも推奨しているように見えるということで、この辺はどう

なのだという御指摘がございます。 

 申請品目の安定性につきましては、申請書に添付されておりましたけれども、□□のような水と

の共存系では、違う結果が出る可能性も否定できないということから、再度、水と共存させた系で

の酸化物の生成の有無をきちんと見なさいという内容の御指摘が、この指摘事項の（３）になって

おります。 

 申請者からは、水を沸騰させて□□後に油を投入、□□静置して、油を回収して、過酸化物を見

たのですが、□□ということから、□□ということが分かったということで、表示見本のように、

□□の絵を残すといいますか、こういったことを書いておくのは問題ないと考えますので、このま

まにしておきたいという内容の回答でございます。 

 以上、３点の指摘、その指摘に対する回答につきましては、座長に御確認いただきまして、この

回答内容でよろしかろうということで了承されましたので、それをもちまして、本日の部会にお諮

りしているということでございます。 

これまでの経緯は、以上でございます。 

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これらについて、委員の皆様から御意見等を頂きたいと思うのですけれども、その前

にまずは□□委員より、調査会の議論の状況などについて、ただいまの事務局の説明に補足すべき

点があれば、お話しをいただければと思います。 

□□委員、よろしくお願いいたします。

○□□委員 第46回の第一調査会のときは、前任の志村先生が座長でいらっしゃったのですが、そ

の中で７つの項目が出まして、先ほど事務局から御説明があったようなことで、（１）と（７）に

ついては、第47回の調査会で再度指摘するということになりました。 

（１）につきましては、先ほど御説明にあった資料の第47回の指摘事項の（１）のところでござ

いますが、申請者は、α－リノレン酸DAGによる血中中性脂肪の低下は、内臓脂肪の低減とは独立し

た効果であり、内臓脂肪低減の副次効果ではないと考えておりますと書いてあるのです。実際、い

ろいろな記述とか、図を見てみますと、もちろんなのですけれども、内臓脂肪の低減に伴って、中

性脂肪も低下しているということで、その２つが関連していることは確かなのですが、独立したと

ころの説明をもう少し詳しく説明してくださいという指摘でした。 
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 その回答にありますように、真ん中辺の中性脂肪を減らすと内臓脂肪を減らすメカニズムは、脂

肪の消費を促進する点においては関連しているということで、これは通常考えられることなのです

が、ただ、両者の関係を見てみますと、必ずしも相関しているわけではないということで、他の作

用が働いている、すなわち、血中中性脂肪の低下に関する作用については、単なる内臓脂肪の減少

に伴う副次効果ではなくて、メカニズムは独立しているとは言えないのですが、独立した効果があ

るのではないか、副次的効果だけでは説明できる可能性が低いということで、実際は、肝臓への中

性脂肪の取り込みを促進するとか、肝臓のVLDLへの取り込みを促進するとか、そのようなことが観

察されたので、両者の関係はあるのですけれども、そういう内臓脂肪を介さない、血中の中性脂肪

を直接減らす作用があるのではないかということで、御回答を頂きました。それに対して、更にい

ろいろ質問はあるのですけれども、ここの辺りが落としどころではないかという考えに至った次第

です。それがまず最初のところです。 

 次のページを見ていただきますと、表になっています。各表示のメカニズムが出ています。表の

左側が内臓脂肪を減らすことを助ける記述ですが、右側が血中の中性脂肪を減らすことを助けるも

ので、結局、右側の一番下の７番と８番のところが、独立した作用ではないかということで、説明

があった次第です。 

 次に、最初の46回の指摘（７）だったのですが、それについては、47回でも再度指摘をさせてい

ただきまして、α－リノレン酸DAGを投与した際に、肝臓におけるPPARα遺伝子に特異的な変化が

認められておりませんということなのです。実際、げっ歯類におきまして、肝臓の発がんのメカニ

ズムには、PPARαが関与しているということなのですが、実際にα－リノレン酸DAGを投与したと

きに、動物で肝臓でのβ酸化の亢進に伴うPPARαの遺伝子発現は動いていないということで、PPAR

αの関与はないということだったのですが、それではどうしてβ酸化は起こるのかという質問をさ

せていただきました。 

 その回答としましては、□□することで、□□を介さないで、□□するということで回答を得て

おりまして、こちらも了承した次第です。 

 ３つ目は、□□の件で、実際に申請書には、α－リノレン酸DAGの□□度、□□間の密封条件下で

の安定性試験をやっているのですが、□□のように水と接触したときに、どのように変化するのか、

あるいは過酸化物が出来るのかということで、指摘をしたのですけれども、新たに追加試験をして

おりまして、過酸化物は検出されなかったということなのです。ただ、専門家の先生からですが、

更にその代謝物はないのかという御指摘もありまして、その辺りも御議論いただければと思います。 

指摘については以上です。 

○□□委員 ありがとうございました。

今、□□として、□□委員から補足をしていただきました。ここからは、委員の皆様から自由に

御意見を頂いて、その意見に基づいて、ポイントを絞りながら、それに対する問題点の整理を行っ

ていきたいと思います。 

 なお、今回、初めてでございまして、調査会で専門的なお立場で御議論いただいて、いろいろな

指摘事項に申請者が対応し、調査会から、今日、お集まりをいただいている部会に対して、この案
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件が上がってきております。 

その専門的なお立場で、更にこの部会へ申し送る事項は、先ほど事務局からも４点ございます。

これが資料３ということで、ここの部分は、調査会から更にこの部会でしっかりと議論をすべしと

いうポイントだと思います。ですから、この資料３の下にある調査部会への申し送り事項（１）か

ら（４）について、後ほど委員から御意見を頂こうと思いますが、まずは先ほどの調査会における

議論をこの部会として整理をしていきたいと思う次第でございます。よろしいでしょうか。 

 委員から自由に御意見を頂きますよう、お願いいたします。この部会は、特にこちらから指名を

していくというよりも、自由に御発言いただくということで、挙手をいただければ、私から指名さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。□□委員、お願いいたします。 

○□□委員 分かる範囲で教えてもらえればと思うのですけれども、同じ成分は、多分□□のとき

に一遍はじかれているという経緯があって、今回、これで調査会でも通ったということで、ただ、

□□のときにはじいた理由は、全てクリアされているのかというところは、書類の中からそのやり

とりをして、こういう結果になっていると思いますが、ダイレクトでは見えないので、その辺のと

ころの説明を頂けるのだったら、ありがたいのです。 

○□□委員 ありがとうございます。

ただいまの御質問に関しては、調査会では、□□委員、□□との関係性、ジアシルグリセロール

という関与成分でございますので、今の□□委員からの御質問も、多分俎上に上ったのではないか

と拝察をするのですけれども、いかがでしたでしょうか。 

○□□委員 一番の点は、□□のときに問題になったグリシドール脂肪酸エステルの含有量がしっ

かりと低減されているのかというところだったと思います。それに関しましては、食品安全委員会

で、先ほど事務局から御説明があったように、ALARAの原理に従って、十分に製品規格以下に下げら

れているけれども、更に可能な限り低減していくように努力してくださいという食品安全委員会の

結論が出ております。その点につきましては、申請者で技術的な工夫をされまして、グリシドール

脂肪酸エステルは、□□以下になっております。 

 ただ、調査会では、それだけでいいのかということで、更に生体に入ってから代謝物はどうなっ

ているのだという御意見もありました。この物についての安全性の評価は、食品安全委員会の結論

に従うのが、調査会としての立場ということになりまして、更に生体内に入って、それがどう動く

のかというところまでは、追えないのではないかという結論になっております。 

 あとは、結局、プロテインカイネースCの活性があるのではないかということだったのですが、そ

れについては、活性は検出されないということで、そこはクリアされたと理解しております。 

○□□委員 ありがとうございます。

調査会のコメントで、グリシドールエステル、これが懸念として具体的な成分だったという点に

ついて、今、お答えをいただきました。 

□□委員、どうぞ。

○□□委員 グリシドールエステルが□□以下になったのは、非常にいいことだと思うのですけれ

ども、実際にジアシルグリセロール自身を加熱すると、ジアシルグリセロールエステルになるので
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はないかと思うのですけれども、□□とは書いてあるのですが、加熱すると、それが出てきてしま

ったりするのでしょうか。 

○□□委員 グリシドール脂肪酸エステルは、あくまでコンタミ物で、特にDAGが加熱により変化

するものではないという理解なのです。なので、確かに申請者の申請書には、□□ということで、

加熱すれば、過酸化物は出てくるということなのです。□□しないでくださいと書いてあるけれど

も、その注意喚起だけでいいのかというところも問題になっていまして、そこを部会で御議論いた

だければという、注意喚起の点についてもお願いするということでございます。 

○□□委員 そういうことなので、調査会としては、グリシドールエステル自体は、申請品の中に

は□□以下である、ここで食品安全委員会としても問題はないという判断、それが申し送られてき

て、ここは実際に消費者が調理をし、それを利用するプロセスも含めて、広く御議論いただくとこ

ろが新たに加わってくるので、今の□□委員の御質問は、当然議論していかなければいけないのだ

ろうと思います。 

 一方で、今、□□委員からありましたように、グリシドールエステルが夾雑（きょうざつ）をし

ている背景が、ジアシルグリセロール、あるいはα－リノレン酸を含むジアシルグリセロールから

由来するものではないという点からすると、その後の消費者側における加熱調理というのは、問題

にはならないのではないかというお答えでございました。 

 この点に関しては、専門的な知見をお持ちの委員の方がもしいらっしゃったら、あるいは事務局

から更に補足をしていただければ、ここは重要な問題で、□□との違いというところで、最初にし

っかりと認識をしておく必要があると思いますので、この点、整理を先にさせていただきたいと思

います。いかがでしょうか。□□委員、よろしくお願いします。 

○□□委員 □□としての発言ではなくて、また調査会を代表してでもなくて、しかも、□□のと

きは、私は直接関係していないのですが、間接的に見聞きしているところによれば、確かに認めな

かったということはあるのでしょうが、最終的にはメーカーさんの方で申請を取り下げる形となっ

ていたはずでございます。 

□□委員の御指摘はごもっともで、調査会でもその点は協議していたのですけれども、その際は、

食品安全委員会からは、ALARAの原則にのっとって、今のところ、差し当たって安全性は問題ないだ

ろうということを受けておりましたので、調査会では、先ほど□□委員から御説明がありました

ように、その報告を尊重した、ということでございます。この部会で、□□の場合と本申請品の

場合との違い、本申請品について工夫した点について、申請者に更に詳細に尋ねるということは

あっても、もちろん不思議ではないと思います。 

 ただ、強調したかったのは、認めなかった結果、審議が終了したのではなくて、自主的に取り下

げたためだったはず、と思うのですけれども、そこのところだけは、しっかりと認識したほうがい

いのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○□□委員 貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。

今の□□委員からのコメント、取り下げたという理解でよろしいでしょうか。

〇消費者庁食品表示企画課 はい。 
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○□□委員 そういうところです。 

 そういう意味で、この件に関しては、様々な指摘があり、成分的にはグリシドールエステルの問

題であり、それを申請者である企業側で取り下げて、今回、ジアシルグリセロールという製品で同

様にという言葉が適切かどうかはわかりませんけれども、これまでの経緯を理解した上で、審査と

しては部会で検討していきたいという点で御意見を頂きました。 

 □□委員、お願いします。 

○□□委員 □□のときは、私がいたわけではないのですけれども、やり取りを見ていて、取り下

げるということは、質問を投げかけて、それに答え切れないから取り下げるのだと思うのです。だ

から、当時は答え切れなかったという状況です。 

 答え切れなかった理由は、当時としては、多分グリシドールの除去をできなかったからで、今回、

それを除去できたから、ジアシルグリセロールだけだったら大丈夫ではないですかという結論にな

っています。 

 もともとなぜグリシドールができるかを考えてみると、３つ付いているものから、２つのものと

１つのものができるから、グリシドールができるわけで、今、２個だけのものが残っているわけで

す。２個だけのものにしましたという話で、２個だけのものを加熱したら、１個になるのではない

かと思うのです。 

 私は、そんなに詳しいわけではないので、できていく工程を考えると、少なくともぐつぐつ煮込

んであげたら、できるのではないかという気がするのですが、その辺はどうなのでしょうか。熱に

弱いから、□□と書いてあることも、それが理由のように思えるのです。 

○□□委員 御意見をありがとうございます。 

 恐らくここでは答えは持ち合わせていないのかもしれません。 

 □□委員、お願いします。 

○□□委員 □□の問題のとき、私は大分取材しましたので、そのときのことを思い出して説明す

ると、確か□□工程の製法段階で、グリシドール脂肪酸エステルができていることが分かって、そ

の工程を変えたと思います。それは論文もこの会社が出されて、こういうふうに製法を変えたら、

グリシドール脂肪酸の数値が下がりましたということで、確か論文で報告されていたと思います。 

 それと、あのとき、わっと騒ぎになったときに、確かに□□のグリシドール脂肪酸エステルの含

有量は高かったのですけれども、実は一般の油にもグリシドール脂肪酸エステルは含まれていて、

一般の油で１とすると、□□は100で、10ぐらいのものもある。具体的には、確か米ぬか油などが10

ぐらいだったと思うのです。 

 DAG油だけの問題ではないということになりまして、ゼロ追求ではなくて、ALARA、つまり、無理

なく到達可能な範囲でできるだけ低くすべき、という判断をしていきましょうと、それを目指して、

この会社は、グリシドール脂肪酸の含有量を下げるように製法を変えて結果を出しているし、米ぬ

か油の業者さんも下げるように農水省さんと一緒に研究して、下げる努力をしているという状況だ

ったと理解しています。 

 論文が幾つも出ていて、検証が相当に行われているはずなので、今回はちょっと切り離して考え
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たほうがいいのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

○□□委員 事務局、論文等がこの部会の委員の資料としては配付されているのでしょうか。 

 この問題は整理をしておきたいと思っていて、グリシドール脂肪酸エステルが以前の□□と比べ

て、この申請商品においては、明らかに□□以下で低いところまではいいのですけれども、実際に

もともと生じていたプロセスであるとともに、それが今回の商品においては、□□以下に改善をさ

れている背景です。 

 今、□□委員からコメントを頂いたのは、論文等でそこについては既に公表されているのではな

いかというお話しがあって、その論文等をもしこの部会で共有できれば、非常にそこの部分がクリ

アになるという思いです。 

 特にグリシドール脂肪酸エステルがどういうメカニズムでできるかということを理解すれば、こ

れを利用する際に、消費者サイドで調理等を行って、仮に少し過酷な条件にさらされたとしても、

増えるという懸念がないことは、科学的に説明できるのではないかと思うのです。そういう意味で

は、非常に重要なので、そういった学術的なものがあるのかどうか。 

 事務局、よろしくお願いします。 

○消費者委員会事務局 補足なのですが、こちらの審査申請書の８番のところ、品質管理の方法に

関する資料の３ページの下の図のところに、今回の油の製造工程が記載されております。その右側

にグリシドール脂肪酸エステルの制御というところがございます。この図の上の文章で、恐らく先

ほどおっしゃっていた論文と思われるものが、※の１で文章中に記載されていまして、文献が図の

下の１番がそれに相当するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 そういうことは、その論文がここにあれば、サマリー等を拝見すると分かるかもしれません。 

 □□委員、お願いします。 

○□□委員 調理をするものとして、今、思ったのですけれども、□□ということで、□□に入れ

るのはオーケーで残されるということなのですが、例えばトーストに塗って、トースターに入れる

という加熱は大丈夫なのかと、ふと思いました。 

 注意喚起というか、こういう使い方をしないでくださいと書いてあるにもかかわらず、食卓にぽ

んとずっと置いて使ってしまうと、いつしかそれを忘れて、いろんなことに使い始めてしまうこと

が主婦では多いのではないかと思いまして、例えばみそ汁のぐつぐつしているところに入れて、一

緒に混ぜてしまうとか、そういうことがあるのではないかと思いまして、そちらも含めて、お話し

いただけたらいいと思いました。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 その論文が鍵であるというところで、実際に意見が聞かれております。 

 ここまでのグリシドール脂肪酸エステルの懸念の部分、これは消費者サイドから見れば、以前の

□□をめぐる出来事というか、取下げに至った事実については、皆さん、共有しておられるので、

その点を踏まえつつ、この申請品目に関して、しっかりこの部会においても、その違いであるとか、

より消費者サイドにとって、安全で安心なもの、安全に関しては、食品安全委員会で安全であると
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いう結論が出ておりますけれども、より安心な商品としてというところで、今、議論が進んでいる

と思います。 

 整理させていただくと、今、□□委員から、調理において加熱を避けるという部分については、

今の議論は、グリシドール脂肪酸エステルの生成があり得るのではないかという懸念で、実際に調

査会での課題というか、問題意識は、多分α－リノレン酸が不飽和脂肪酸であるということに基づ

いて、過酸化物価が増すという懸念です。そこの部分を調査会において指摘をされ、POVを評価され

て、一定の条件であれば問題ないという結論でした。 

 ２つの懸念の話があって、グリシドールエステルの懸念については、調査会においては、実際に

データ等を求めるところはされていないということですので、この部会で指摘されれば、実際に懸

念を払拭していただくということで、申請者に要求をしてもいいのかもしれません。今、話を伺っ

ていると、そういう傾向にあると思いました。 

 他の視点、見方でも構いません。□□委員、お願いします。 

○□□委員 この図の説明は、調査会でも皆で確認しておりました。確かにこの方法で減っている

ということで、私は結構強くコメントしたのですけれども、すなわちゼロリスクも考えたほうがい

いとも言ったのです。ALARAの原則でいくと、調査会の結論はそうなったのですが、今回の部会で□

□委員から御指摘があったように、□□の場合との違いについて、より詳細に知りたいという、こ

の部会でそういう意見が出たことは、非常に重いと考えます。本件について、部会として改めて質

問することは、とてもよろしいのではないかと考えます。 

 ２点目の□□委員の御指摘は、調査会でも、これも私はかなり強くコメントしたのですけれども、

運用の問題といいますか、それは申し送り事項のところで詳しく話せればと思います。 

 以上でございます。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 今、□□委員から提案を頂きました。部会として、より安心な商品というところで、今までの流

れに対して、よりクリアにしておきたい。その点から部会として質問をし、よりクリアにその懸念

について解消していただくのは、１つの考え方ではないか。それは私も全く同感でございます。 

 今、方向としては、そういう意見を頂いておりますが、他の委員の方、いかがでしょうか。積極

的に御意見を頂いて、それをもって整理をしていく方向を考えたいと思います。□□委員、お願い

いたします。 

○□□委員 □□委員の御指摘は、すごく重要だと思います。恐らくそのものに関しては、グリシ

ドール脂肪酸エステルの問題もクリアになっているわけで、これをそのまま消費する分には、恐ら

く問題はないという判断でいいと思うのですけれども、実際に消費する側からすると、それをかけ

たり、加熱したり、そういったことも起こり得るわけであります。そういったことに対して、安全

といえるかどうかという視点は、確認をしておく必要があるのではないかと思います。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 意見を頂きました。先ほどの□□委員の意見を受けまして、トーストの事例で加熱をするケース

があるのではないか、まずそこに関しての懸念で、具体的に先ほどのような成分的な変化等につい
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ては、クリアにしておかないといけないと思います。 

 他にいかがでしょうか。□□委員、お願いします。 

○□□委員 利用者の場合は、使い切りといっても、ちょっと使って置いておくとか、そういった

ことはありがちだと思いますし、ましてや油ですと、例えばオリーブオイルも生で食べることもご

ざいますけれども、いためて食べることもあるという認識がおありなので、幾ら生食用ですと言わ

れても、油が残った、では一緒にいためてしまおうということがあり得ると思うのです。そういっ

たことが誤使用なのか、どうなのかは分かりませんが、製造者が思っていなかったような使い方を

される可能性は、食品においていつでもありますので、そういったことをきちんとしておく必要が

あると思います。 

 もう一点、科学的ではないと思われるかもしれないのですけれども、グリシドール脂肪酸エステ

ルだけではなくて、他の過酸化物についても、保存とか、発がん性物質になるようなものは、例え

ばどうなのかということを思いまして、グリシドール脂肪酸エステル以外のものに関しての過酸化

物などは、この製品についてどうなのかというのはいかがなのでしょうか。余り考えなくてもいい

のでしょうか。 

○□□委員 最初は調理の際の懸念ということで、他の委員の方から出された意見と同様のコメン

トでした。 

 後半は質問で、過酸化物に関してというお話しでしたけれども、調査会からの質問を踏まえ、申

請者側でかなり検討をされたということだと思いますが、今の質問に関してはいかがでしょうか。

申請者側からの回答の具体的な部分を改めて御紹介していただくと、かなりクリアになるのではな

いかと思うのですけれども、事務局からでいいですか。 

○消費者委員会事務局 調査会では、指摘、回答というのは、先ほども御説明させていただきまし

たけれども、□□に入れた場合を想定してということで、水との共存系です。ですから、温度も□

□から入れている、□□度以下でしかやっていないわけです。その範囲では問題ないという答えは

出しています。 

 今、□□委員から御質問されたのは、いためたときとか、そういうことでしょうか。 

○□□委員 もし誤って使った場合にどうなのかというのは、疑問が残りました。 

○□□委員 いろいろな懸念があるところについては、真摯に受けとめていただかないといけない

というのが第一です。ですから、注意喚起は当然あるとして、いわゆる調理における温度であった

り、もしかすると、圧力であったり、こういう共存系、エマルジョンになったりするようなときに

どうかというところも含めてです。 

 また、先ほど□□委員から具体的にお話しがあった、トーストに塗布して、トースターで焼くと

かという、かなり具体的なケースに関して、懸念が出てきたことに関しては、まだ調査会で指摘を

し、お答えいただいていないので、消費者サイドから見て、クリアにしていただきたい。それにつ

いて要望することは、この部会において、是非やるべきではないかと思う次第です。 

 □□委員、お願いします。 

○□□委員 僭越で恐縮ですけれども、恐らく申し送り事項の御説明がまだされていないので、質
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問が多く出ているのでは、と思われます。重複した質問やコメントも多いので、申し送り事項の確

認をされてから、２番目についても検討するとよいと思います。 

 また最初の方については、恐らく□□委員からコメントがあるような気がしましたが、いかがで

しょうか。 

○□□委員 分かりました。ありがとうございます。 

 この議論に関して、大体多くの委員から懸念の部分を聞かれまして、それが資料３の調査部会へ

の申し送り事項の（２）に完全に重なっていきますので、ここと関連付けてはというお話しです。

ありがとうございます。 

 そういうことなので、最初に□□委員から御発言いただいて、口火を切っていただきましたが、

徐々に調査部会への申し送り事項へ話を移していきたいと思うのですけれども、よろしいですか。 

 恐らくかなり時間をかければ、今日、いろんな意見が長時間にわたって出そうな雰囲気もあるの

ですけれども、少しずつ整理はさせていただきたいと思います。 

 調査部会の申し送り事項（１）からいってみましょうか。（１）は安全性試験に関しての過剰摂

取試験の話がございます。ここの注意喚起の表示について検討されたい、この点については、御意

見がございましたら、□□委員、ここに関してございますか。 

○□□委員 多分今の量を普通に食べる分には、大丈夫なのだろうと思うのです。先ほど私が指摘

させてもらったことは、アクリルアミドのときの議論に非常に似ていて、油を高温度で煮込むと、

ポテトなどを揚げたら、必ずできるものなのです。油を無水分解させてあげたら、アクリルアミド

などができるものだと思うのです。調理をすると、必ず発がん物質としてはできてくるものなのだ

と思うのです。 

 □□工程は、全体的に120度ぐらいで高温にさらしますから、無水分解させることそのものなの

で、アミノ酸が混ざっていれば、アクリルアミドもできるのです。だから、そういうものなのだと、

もともとの食べ物のリスクなのだと思います。それが全くできないのだったら、それに越したこと

はないのですけれども、できるのではないかと思います。 

 その上で、それは一般の食品では、そういうことが普通に起こっていることなのだと思うのです

けれども、こういう健康食品の特保のような、積極的に食べると健康になるようなもので、それが

起こることを注意喚起なりする必要はあるのかというのは、私の懸念事項で、恐らく証拠として挙

がってくるものとしては、無水分解すればするほど、できるのではないかと思うのです。 

 それができないことの証明は不可能だと思うし、それがだめだということになると、アクリルア

ミドが含まれているものが全てだめになるので、日本中のポテトは禁止になると思いますし、そう

いう面はあるのだと思います。それを飲み込んで、注意喚起をこんなふうにして出すというのか、

今のままでもいいのかということは、ここで御議論していただくべきことだと思います。 

○□□委員 分かりました。申し送り事項の（２）の話ということだと思います。 

 実際に申請者側からすると、先ほどパッケージの例があって、□□は□□と明記をしています。

例えばですけれども、前期の申請品目に関しても、こういう注意喚起をできるだけ目立つようにパ

ッケージに表示をしていただくことを条件にするようなこともございました。 
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 つまりここでは、下の方の真ん中の商品名に比べると、はるかにフォントサイズの小さい字で書

いてあるのですけれども、これを相当大きく目立つようにしていただいて、□□ということを注意

喚起として明確にしておくことによって、今のような懸念を避けていく。ただ、これまでの経緯が

あるので、さまざまな消費者サイドから、もし加熱をして調理をした際に、それでもこういう条件

であれば、御懸念の成分等は生じないのだということがあれば、より安心であるということになる

のではないかと思います。 

 いかがでしょうか。今、資料３の（２）の部分、ここは申し送りを頂いておりますので、具体的

に申請者側に対して、改善、あるいは情報を持っていただくような要望を出していくところで、意

見について、もう少し委員から伺いたいと思います。いかがですか。まず（２）の注意喚起に関し

ては、今のような議論でよろしいですか。□□委員、お願いします。 

○□□委員 （２）も（４）もそうなのですが、結局、どういう使われ方をするかというところか

ら考えなければいけないと思うのです。例えばこの商品は、ある意味では、□□gをカプセルに詰め

て１日１回飲んでくださいでもいいわけですね。カプセルであれば、何も問題は生じないのだけれ

ども、油として使ってください、□□gの油をサラダにかける使い方は、それだけでドレッシングと

して成り立つのか、それとも他のドレッシングに加えて□□g入れてという使われ方なのか。 

 日本の場合、一般的にサービングサイズ的な整理ができていなく、表示のところも問題があり、

ワンサービングに対してというのではなく、１日□□gですね。でも、それだと消費者に浸透しない

ので、テーブルに置いて手軽にかけてくださいとすると、いろんな使われ方をしてしまうだろう。 

 例えばサラダにしても、多人数で、大皿で食べるということもあるでしょうし、飲食店などでバ

ルク的に使われる可能性もあるかもしれない。どういう使われ方が想定されているか、あるいは企

業側がどういう使われ方を期待して、マーケットを展開しようとしているのかも想像をする必要が

あると思います。感想めいたことで申し訳ありません。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 □□委員、お願いします。 

○□□委員 特保のこのような油とか、マヨネーズなどについては、一般的な考え方としては、通

常使っている調味料に置き換えて使ってくださいということなので、基本はそういうことだと思う

のです。 

 例えばこれは□□gの個包装になっているので、サラダに普通にドレッシングをかけるときに、

これを代わりにかけてくださいということになるのではないかと思います。 

 使われ方の懸念としては、調査会でも出たのですけれども、１回かけて、電子レンジにかけたら

どうなるのかということも心配があって、今の部会の御意見の中にそういう使われ方をしたときは

どうなのだということも、入れていただければと思います。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 今、□□委員からお答えを頂いたように、通常は置き換えるところが想定されているので、そこ

の部分がパッケージの中で十分に消費者サイドから見て理解できるかどうかという点です。そこは

どこかにコメントがあったのですか。事務局、ここの中に置き換えるという表示に相当するところ
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はありますか。 

○消費者委員会事務局 そのものずばりの記載はないように思います。 

○□□委員 そうなると、今のどういう摂取をするかという部分は、明確にしていただく必要があ

ることです。 

 それと、先ほど□□委員からトーストのお話しがあったのは、確かに右上に□□や□□にもと書

いてあるので、□□にかけて、消費者としてどういう食べ方、召し上がり方をするかは、私も十分

に把握はできませんけれども、そのまま□□に入れて、□□する方もいらっしゃるかもしれないで

す。そういうところもいろいろ想定しないといけないところで、実際に消費の仕方については、今

日出た意見を申請者側に具体的に投げかけて、それに対してのお答えを、過酸化物価もそうですし、

グリシドール脂肪酸エステルの生成が新たにないのだというところを明らかにしていただければ、

非常にクリアになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。そういう方向でよろしいでし

ょうか。 

 そうしましたら、この点の加熱調理は控えるということ、先ほど□□委員からもコメントしてい

ただきましたが、部会への申し送り事項の（４）の部分も、過剰摂取の懸念について書かれていま

すので、その部分は関連づけて、今のような懸念を部会から発出させていただくところで考えてい

きたいと思います。 

 そうなると、今の流れで行くと、このままこれについて、この部会としてそのまま了承と言うわ

けにはいかない意見分布になっていると思います。そうなるとすると、他に更に申請者側に、この

部会として指摘をするような項目をできるだけ最初に全部出しておいて、それに対して、１つずつ

潰していき、調査部会において、最終的な了承まで持っていけるかどうか、そういうプロセスで進

めていったほうがいいように思います。 

 そうしないと、部会をやるたびに新しい指摘事項が出ると、申請者側も大変ですので、学術論文

におけるレビューのような形で、まず全部懸念を出し、そこから解決をしていくということがいい

ように思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 もしそうであれば、違うところで皆様の御意見や御質問、指摘するような内容を頂きたいと思い

ます。□□委員、□□委員、□□委員、□□委員の順番でいきましょう。 

○□□委員 今、議論になっているのは、個包装になっているものについてですが、こちらのボト

ルタイプは、過剰摂取だったり、残ったものをいため物に使ってしまう可能性とか、いろいろと問

題があると思います。ですから、この会社に指摘するときには、ボトルタイプについても、強くお

願いをしたほうがいいと思った次第です。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 申し送り事項で懸念されるということについて、今、□□委員からも御意見を頂きましたので、

これに関して、容器自体の現物が分からないことと、それに対する懸念があるとすれば、より万全

を期すというような形で、工夫は求めてもいいのかもしれないです。 

 □□委員、お願いします。 

○□□委員 御指摘のあった部分が私の１個目のコメントだったので、それは割愛します。 
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 ２個目は、ジアシルグリセロールのα－リノレン酸を使っていると思うのですけれども、今まで

の経緯を完全には把握できていないので、あくまで臨床医学専門家として気になることを申し上げ

ます。ジアシルグリセロールを使うだけで、恐らく３対７の比率で入っていますから、食事をとっ

て、これが入ってきた場合に、小腸におけるカイロミクロン合成の抑制が起こることはファースト

ステップのことだと思います。 

 その後、肝臓における様々な影響と、もっと先に進んで、内臓脂肪組織における影響は、以前、

□□でも論文を出されていたと思うのですけれども、ジアシルグリセロールの問題ではなくて、そ

れに結合している脂肪酸の問題の影響も大きく出てくるだろうと思われるのです。今回、中性脂肪

を下げますという作用を示すのだと思うのですけれども、これはジアシルグリセロールの効果とし

てと、α－リノレン酸の効果として一定の整理ができていますかということです。 

 もっと言い換えますと、α－リノレン酸は、n-3系脂肪酸なので、別にTAGでも中性脂肪が低下し

てもおかしくなかったはずですが、これは圧倒的にDAGとの差が出て、それなりのプラスアルファ

の意義があったのだと思いますけれども、要はガイドライン等で栄養指導のもとをつくる我々にと

って、こういったものを活用してもいいですというときのために、ジアシルグリセロールの効果で

言っているのか、それとも、n-3系脂肪酸の効果で言っているのかというのは、アカデミアの私たち

にとっては、これが世の中に出ていったとき、結構質問されてしまうのです。それは整理していた

だきたい。今までずっと資料を読んでいて、あるいは論文を読んでいて、不明確な部分がそこにあ

ったので、できればそこは整理してもらいたい。いいものであれば、より一層整理して示していた

だきたいと思いました。 

 １個目は先ほどと同じです。 

○□□委員 １つ目は、ボトルの過剰摂取の御意見をお持ちでした。 

 ２つ目の点は、後で一通り意見を頂いて、調査会でどういう御議論だったか、ジアシルグリセロ

ールという構造的な活性と、脂肪酸としての活性とは別問題であるというお話しだったと思います

ので、その点に関して、特に調査会での議論を□□委員からお伺いしたいと思います。 

 次は□□委員です。どうぞ。 

○□□委員 私も幾つかあるのですけれども、１つは、表示の中で見たときに、注意喚起の中に過

剰摂取の場合の注意みたいなものが特に書かれていないのですが、そこの書かれている目安を超え

て摂取したときに、例えば効果がどうなるのか、または、そのほかの健康に対しての懸念がそこで

あるのかどうかというのは、同じ特保で脂肪の吸収が抑えられるというものを子供が過剰に飲んで、

病院に運ばれたということがニュースとか、いろんなところで情報としてあるのです。どういう人

がそれを使うかによって、過剰摂取はいろんな懸念が出てくるということで、その辺の注意喚起も

あったほうがいいのではないかということが１つです。 

 もう一つは、油なので、例えば本来だったら、容器によって使用期限が違ってきていると思うの

ですけれども、どのぐらい期限を設定されて、通常の油よりも長いのか、短いのか、その辺の期限

です。もし残ったときに、それは何を目安で処分しなければいけないのかとか、例えばボトルタイ

プで、一度開封すると、酸化とか、そういうものが問題になってくると思うのですけれども、その
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辺の使用期限の設定は、通常と同じなのかどうか、その辺りもあったほうがいいと思いまして、そ

の２点です。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 過剰摂取に関して、３倍過剰、５倍過剰の試験を実施しているところはあるのですけれども、先

ほどの□□委員のコメントの中では、例えば対象が子供の場合に懸念はないのかとか、消費者の属

性というか、対象によって注意喚起のあり方が変わってくる。その点にどう配慮されているか。あ

と、使用期限に関しては、通常の油と同じなのかどうか。仮に賞味期限が切れたとき、あるいはそ

れに至るまでの処分の目安です。こういったものの消費者側から見たときの意見として、質問が出

ました。 

 この点、いかがですか。事務局からお答えできるところがありますか。 

○消費者委員会事務局 まず１点目、子供が過剰摂取したときということでございますけれども、

これは試験でその影響というか、結果を出すことはできないと思います。あくまでも特保は成人を

対象にしたものという前提で、その有効性・安全性を見る試験も成人を対象にした試験で、子供を

対象にしてはいけないと言ってしまっていいのですか。そういうことになっておりますので、御懸

念はあるかもしれませんけれども、それを試験結果で示せというのは、答えが返ってこない御指摘

だということは、御理解いただきたいと思います。 

 もしもあるとすれば、そういう懸念があるけれども、申請者としての手持ちの情報でどのように

考えているのか、どんな情報を持っているのかというのは、答えは期待できるかもしれませんが、

明確に成人でやった試験と同じような結果を求めるのはできないということは、御理解いただきた

いと思います。 

○□□委員 あと、賞味期限等に関しては、回答がありますか。 

○消費者委員会事務局 これも保存試験をやりまして、それをもとに賞味期限を設定しております。

それが他の通常のサラダ油などと比べてどうなのかということは、賞味期限は表示をされておりま

すけれども、製造年月日が併記されているわけではないので、買っても賞味期限が１年なのか、１

年半なのかというところまでは、外部からは分かりにくいところがございますので、他の油と比べ

てどうなのかということは、油メーカーとしての知見情報レベルの回答にはなると思います。 

○□□委員 要は保存方法と賞味期限は、表示法上は必須ですので、通常の考え方からすれば、そ

れを守って、賞味期限内であれば、品質的には担保されているということで、それは特保成分に関

しても、通常は同じ考え方だと思います。 

 問題は、先ほどの対象が子供の場合という点については、食卓で特に瓶のタイプの場合には、御

家族、いろんな年齢層の御家族が召し上がることもあり得ますので、この辺りをどう考えるかとい

うのは、今のお話しで考えなければいけないと感じました。 

 そうしたら、順番で□□委員の後、□□委員が手を挙げられたのですか。どうぞ。 

○□□委員 私も２つあったのですが、１つは栄養学的な立ち位置からで、□□委員の御指摘のと

おりで、ジアシルグリセロールが効果があるのか、α－リノレン酸としての効果があるのかという

のは、明確にしておく必要があると思います。同じ意見です。 
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 もう１つ、申し送り事項の３番の表示製品名についても、このままだったら誤解されるのではな

いかと思います。ラベルを見ても「□□」とか、それだけで、□□というのは余りにも□□のイメ

ージが強いものですから、これでは違いが見た目にも分かりませんし、表示の中を一般の人が見て、

これはジアシルグリセロールですごく効果があるとか、あるいはその中にα－リノレン酸が入って

いるから効果があるとは、一義的には理解できないのではないかと思います。□□を最初に出して、

□□と書いてありますが、それでは一般には理解できないのではないかという思いです。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 申し送り事項の（３）の□□という商品名について、初めてこの部会で御意見を頂きました。 

 先ほどの□□委員、□□委員の科学的なメカニズムに関連するお話しについて、□□委員、いか

がでしょうか。 

○□□委員 今の□□委員と□□委員の御指摘なのですが、特保はあくまでも関与成分についての

議論をするもので、関与成分を更に分けて議論するというのは、質問としてはいいかもしれません

が、なかなか難しいところだというのが、正直なところです。 

 あとは、例えば部分的には説明できると思います。TAGよりもDAGのほうが効果が高いというのは、

小腸の上皮粘膜のところで再合成されにくいので、体内に吸収されないというところは確かだと思

いますし、α－リノレン酸は、β酸化の基質となってβ酸化が亢進するという、部分的には説明で

きると思うのですが、全ての現象を分けて説明できるのかというのは、科学的にどうなのでしょう

か。私もそこは難しいと思います。 

○□□委員 □□委員、どうぞ。 

 恐らく□□委員もコメントがあるのではないかと思います。 

○□□委員 この私のコメントは□□委員の応援、補佐としてのものです。お手持ちの「□□」の

審査申請書がございまして、タグは４番なのですが、ページは24ページでございます。このページ

を見ていただけますでしょうか。これは調査会でも審議したのですが、申請者の考え方、理論的な

スキームを絵で示しているものでございます。先ほどの□□委員の御指摘のところは、調査会のメ

ンバーも一応理解はしておりまして、ジアシルグリセロールはどこに効いていて、α－リノレン酸

はどこに効いている、と考えているのかということを示してあり、先ほどのご質問には、この絵が

分かりやすいと思います。 

 繰り返しですが、朱書きのところはα－リノレン酸の作用でして、それが肝臓に働いたりしてい

る。モノグリセロールになれば、吸収のところで、トリグリの合成が遅れるということで、イメー

ジとしては、こういうことを機序で考えているのだろうということでございます。 

 □□委員がおっしゃっていたのは、この絵はその機序の仮説としてはあるのだけれども、この絵

の通りの作用が発揮しているのか、すなわちジアシルグリセロールとα－リノレン酸の作用を分離

して審議することはなかなか難しいのではないかという理解でございます。またこの際、私が質問

で挙げましたのは、この絵を見ていただきますと、脂肪の蓄積と血中のトリグリが独立して動いて

いるのか、相関しているかというのは、また矛盾してきたので、それで先のような質問をしたので

す。ただ、この絵を見て、□□委員はどうおっしゃるのかは、また別の視座もあるでしょうから、
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興味がございます。 

○□□委員 □□委員、お願いします。 

○□□委員 私が想像したとおりの絵がここには描いてあるのですけれども、基本的に先生方が御

案内のように、DAGであれば、小腸上皮細胞のところのメカニズムは、構成成分の油に関係なく、恐

らく一定の効果を上げるのです。問題はその後なのです。カイロミクロンから出て、リパーゼが働

いて、レムナントとなって、肝臓へ返ってきて、肝臓でまた中性脂肪の再構築が起きて、アポタン

パクＢがくっついて、VLDLが分泌されてというストーリーの中にはまっているのです。今、後半で

ぐだぐだ言ったところについては、α－リノレン酸が効くところなのです。その絵が正しくこのと

おりに描いてあるのです。そういう意味でいくと、□□委員がおっしゃるとおり、内臓脂肪のとこ

ろが、この絵が入ってきてしまっていますので、理屈が合わないのではないかというお話しにつな

がっていくのだろうと思います。 

 指摘事項の中にもあったように、中性脂肪と内臓脂肪の変化が独立しているという書き方は、一

概に適切とは言えないのではないか。この絵からすると、正しくそうです。矛盾が生じるところが

あるのです。ただ、科学的にそこまで追及・訴追しなくても、私が申し上げたいのは、ジアシルグ

リセロールだけでも十分に効いているということです。問題はα－リノレン酸がどれだけプラスア

ルファ効果を出したかだと思います。 

 多くの消費者は、結構知っていらっしゃるのです。α－リノレン酸がｎ－３系脂肪酸で、中性脂

肪を下げるということは、知っていらっしゃるのです。患者さんはよく勉強されていて、知ってい

るのです。だから、ジアシルグリセロールにα－リノレン酸がのったことによって、より一層、中

性脂肪が下げやすい状態にあるのだろうと思うのですけれども、それをどこまで言っていいのかと

いうことなのです。そこは恐らくこういった機能を持っているということを言うときに、しっかり

と整理しておかなければいけないのではないかと考えた次第です。 

 ただ、どこまでがDAGの効果で、どこからがα－リノレン酸の効果なのかということをサイエン

スで区別して提示する必要は一切ないのです。一切ないので、両者がどのような複合的効果で、中

性脂肪を下げる方向を助けるのかということをしっかり示してほしいのです。ジアシルグリセロー

ルだけでも下がる、α－リノレン酸だけでも下がることを、もしかしたら、消費者は知っている可

能性があるのです。そこのところが気になったので、申し上げました。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 非常に専門的な話になっています。科学的な視点、エビデンスというのは、特保の場合、しっか

りしたものをまず考えないといけないので、今の議論というのは、特保の核心に触れる部分だと思

います。 

 一方で、今の話を伺っていると、例えばDAGとTAGの比較、あるいはそこの脂肪酸組成の比較で、

DAGの効果にどれだけｎ－３系の構成脂肪酸が関与しているかということを、ある程度考察できる

実験結果があるのではないかという気もするのですけれども、□□委員、いかがですか。 

 全員が納得できてはいないのですけれども、例えば事務局を含めて、今日、もうちょっとしたら、

５時になりまして、時間的にどこかで区切りをつけないといけないと思います。今、方向としては、
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ペンディングにして、継続審議という結論にしようと思いますけれども、その方向については、よ

ろしいですか。 

 継続をするとしたら、先ほども申し上げたように、できるだけ何が議論の課題になっているかを

明確にし、継続審議になった場合は、申請者にこの審議で出た内容をぶつけて、それに対してお答

えをいただいて、次の部会開催、そんな段取りでよろしいのですか。 

 事務局から、簡単にお答えいただきたいと思います。 

○消費者委員会事務局 継続審議ということであれば、今日の部会での審議の結果はこうであった、

申請者から回答なり、補足説明を求める事項があれば、それを伝えて、その回答をもらう。それを

受けて、次回、審議をするということになるかと思います。 

○□□委員 今の段階で全ての質問をいただいたわけではないとしたら、次回、新たな質問が出て

くる可能性もあります。だから、１つの進め方としては、今日、まだ議論を尽くせていないとした

ら、できるだけ皆さんの御都合を伺って、この案件に関して、もう一遍、今日を踏まえて更に議論

していただいて、やり取りをし始めるというのも１つだと思います。これは事務局のお考え次第で

す。 

○消費者委員会事務局 次回、各委員の御意見を伺ったらということかもしれませんが、そうする

と、またかなり時間もかかってしまう。いろんな御意見が出てくることが予想されます。 

 事務局の１つの考えなのですけれども、まだ議論が尽くされていないということであれば、委員

の皆様の御意見を全部出していただいて、それを事務局で整理して、部会長とも御相談しながら、

課題点をまとめていく。それを申請者に伝えて、それに対する回答というか、説明をもらう。それ

をもらって、次回、委員の皆様に部会で御審議いただくという手順はいかがでしょうか。 

○□□委員 今の提案は、いかかですか。どれぐらい議論を尽くせているかという程度によるのだ

ろうと思いますけれども、□□委員、今の話に関連しますか。それとは別ですね。 

○□□委員 はい。 

○□□委員 進め方に関しては、いかがでしょうか。今日、基本的には申し送り事項の１、２、３、

４で、（３）の御意見もいただきました。 

 □□委員、お願いします。 

○□□委員 我々の疑問は、論文の場合、査読というものがあるのですけれども、その場合、査読

のやり取りの中では始めに挙げたコメントの後は、新たなコメントはしないという暗黙の了解があ

って、つまり五月雨式に質問をどんどんすることはなくて、またこうしているといつまでたっても

査読が終わらないので、そうするわけです。□□委員はどこかで一括して申請者に回答を求めて、

それだけで閉じたいという思いがあると理解したのですが、これに対して恐らく事務局様は、五月

雨式でもよいということなのでしょうか。その辺が分かりませんでした。 

○消費者委員会事務局 私の説明が悪かったのであれば、済みません。逆に五月雨式を避けるため

にも、次回の部会の前に、各委員の御意見を集めて、整理するということではどうでしょうかとい

うことを申し上げているつもりです。 

○□□委員 この部会以降、一定の期間を区切って、今日の議論も含めて、出し尽くしていただく。
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欠席の委員がいらっしゃるので、欠席の委員からどうやって意見をいただくかというのは、工夫し

ないといけないと思うのですけれども、要は□□委員がおっしゃったように、まず出し尽くして、

申請者にそれに関する部会の議論の内容をぶつけていく。少しずつ減っていき、全部解決すればと

いう、そんな流れです。それでよろしいですか。ありがとうございます。 

 □□委員、どうぞ。 

○□□委員 （３）に関して気になることがあって、お話しさせていただきたいと思います。□□

イメージが強いという御懸念は、もっともだと思います。 

 今回、改めてこの会社のホームページで□□を確認しました。特保に関しては、□□と□□の□

□、□□、□□などを出していて、さらに、機能性表示食品として、□□に、□□、そのほかに□

□に、□□と□□が出ていました。また□□というタイプも出ています。この会社としては、□□

だけではなくて、このブランドで健康にいいものを提供するというブランディングをしていこうと

していると思いました。 

 今回、特保ということで、□□のイメージが強くて、消費者のブランド知識が既に構築されてい

るのであれば、誤解して買ってしまいますという指摘はできると思います。しかし、この会社から、

マーケティング戦略として、ブランド拡張をしていくという答えが返ってきてしまうのではないか

と感じました。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 意見を出しても、社内の方針であるということで、突っぱねられるというところで、具体的な提

案がない限りは、動かないということでしょう。この点は、ブランド構築という視点から見れば、

ここで商品名まで改善を要請するというのは、なかなかやりにくくて、この２年間であったのは、

商品名がヘルスクレームになっている場合、これは誤認を与える懸念があるのでという、そんなこ

とはありました。そこと一体化するか。 

 □□委員、お願いします。 

○□□委員 調査会でも議論になったのですけれども、実際に□□ですとか、□□を関与成分とし

て、他のヘルスクレームをうたっている商品があるのです。私も長い間関わっていますが、その度

に、そういう質問が出るのですけれども、結局、そういう指摘は効力がないといいますか、この部

会が指摘しても、強制力はないということで、今までこういうことになってきているので、今回指

摘をしましてもまた同じことが繰り返されると思いました。 

 実際に調査会でも、事務局からこういう製品がありますという説明があって、調査会では科学的

な根拠について議論するので、部会で議論いただきましょうということになりました。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 そういう意味からすると、議論は絶対に大切なことだと思いますけれども、部会としてどこまで

強制力を持ち得るか。我々として、ブランドまで手が及ぶとすると、相当な理由というところで、

先ほど申し上げたような優良誤認とか、景表法とか、何かの礎が必要になるので、それがないとす

ると弱い。そんな意見だったと思います。 

 消費者庁、コメントありますか。 
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○消費者庁食品表示企画課 機能性表示食品のところで、ヘルスクレームを前面表示にされるので

すが、そうしたときに、それが製品の効果なのか、機能性関与成分の効果なのかというところが、

機能性表示食品の場合は分からないので、もしクレームをして、それが成分の研究レビューだった

場合は、ちゃんと成分が前面に出ていないといけないという指摘をしたりしています。誤認をさせ

ないようにということで、そういう方法もあるかと思います。 

○□□委員 ありがとうございました。 

 今日の話は整理させていただいて、繰り返しになりますけれども、委員の皆様から追加の御意見、

御質問等を頂いた上で、事務局と協議をしまして、部会長、部会長代理で整理をした上で、一度、

まとめたものを部会の委員の皆様に御覧いただく。これを一往復したいと思います。それをもって、

次の部会を開催する前に、整理ができて、出し尽くしたという状況になれば、これを申請者に対し

て回答を求める、あるいは反論も含めて意見を頂く。回答を頂いた時点で次の部会を開催し、皆さ

んの御意見を再度頂くように考えたいと思います。それでよろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○□□委員 今まで出ていなかった意見ですけれども、表示の中で、□□を会社が外すと言ってこ

られて、判断が難しいと思ったのです。結局、ヘルスクレームは３つありますが、□□、□□とい

うのが、具体的な項目になりますけれども、この２つを示しているのは１－８だけなのです。１－

８だと、□□。最初の人数からいろんな条件で外して、３分の１ぐらいの人数でやって、試験をし

ていて、そこでの平均の□□ぐらいで、□□を対象にしています。 

 １－14だと、□□だったと思いますけれども、こちらは血中中性脂肪では有意差が出ていないの

です。そういうように一貫性がない中で、両方を主張できる根拠になる１－８は、□□ということ

なので、つまり□□を外すことによって、全ての人にこういう効果をもたらすわけではなく、こう

いう条件の方だけですという、限定の示し方が、すこんと抜けてしまうことになるのだと思います。 

 スマートな人が、私でもこれはいいと誤解を招くのではないかというのが、１点、非常に気にな

りました。 

 以上です。 

○□□委員 ありがとうございます。 

 今の点は、また非常に重要なところで、他の申請品でも対象を明確にすることは、これまでもし

っかり議論をし、そして、通常は対象に余りに広くとられていて、限定的なエビデンスしかないに

もかかわらず、ミスリードしてしまうケースがあるということでした。ですから、今の□□委員の

御意見というのは、まさに１－８の論文の統計学的な有意差がついている、その実験の対象が限ら

れた方であるということを、明確に商品として訴求すべきであるということだと思います。 

 今の意見も当然参考にさせていただくとして、今日、まだ議論は尽くせませんので、まず意見を

集めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 どうぞ。短めにお願いします。 

○□□委員 今の点は、調査会でもやはりコメントが出ていまして、薬と違って、食事制限とか、

そういう条件付けが難しく、厳しい条件でのデータが取りにくいということがございます。例えば
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トリグリセライドは、実際には食事性のものがほとんどです。信頼性・再現性が非常に高いデータ

を取ろうと思えば、医薬品の場合のように、対象者に病院に入っていただいて、適切な時間に、適

切な量だけの食事を与えてというコントロール下で検討するはずなのですけれども、そういうデー

タは取りにくいということで、それは調査会でもかなり問題になっていました。 

 今後、データの取り方についてどうなのかということは、その際も、事務局に再考を促している

のです。そういう経緯もありまして、今のケースですと質問に留まらず、事務局から答えていただ

かないと、うまくいかないということになりますので、ご指摘のように質問だけ挙げても、難しい

のでは、と考えます。この場で委員なり、事務局が答えた上で、この質問が適切なのかどうかとい

うことも同時に吟味した上で、申請者にコメントをする必要があるのだと思います。 

○□□委員 おっしゃるとおりです。 

 私、今、徐々にこう思ってきているのですけれども、全部意見集約をして、それを整理して、申

請者に返して、いただく前に、もう一遍、こうやって集まることはできないでしょうか。 

 今回、第６次の最初の新開発食品調査部会でもありますし、全ての委員の方々からまた意見を頂

き、この２年をどういうふうに進めていくかという話とも非常に関わってきますので、申請者を待

たせることになってしまいますが、そこはできるだけ待たせないように、事務局、日程は調整でき

ますか。要はもう一回、集まっていただいて、そこで議論した上で、申請者に返すということです。 

○金子参事官 次回は３月を予定していますけれども、それより前に、臨時で集まれるときに集ま

っていただいてということですか。 

○□□委員 それは物理的に不可能でしょう。お忙しい皆様が、年度末にかけて、全員が集まれる

ということは、奇跡だと思います。 

○金子参事官 そう思います。 

○□□委員 そう考えると、今、金子参事官がおっしゃったのですが、３月何日ですか。 

○金子参事官 24日を予定しています。 

○□□委員 ３月24日が次回の新開発食品調査部会ということで、御予定を頂戴しておりますので、

そこで、もう一回、継続審議させていただく。いかがでしょうか。よろしいですか。 

 案件がこれ以外にも上がってくる可能性はありますね。 

○金子参事官 あります。 

○□□委員 併せて議論をお願いする。そうさせていただいてよろしいですか。 

 事務局、よろしいですか。 

 そういう形で、次の日程をお願いします。 

 今日の議論は、議事録が出てきますので、それを次回の部会のときに整理して、もう一度、今日

の部会のサマライズとして、それをもとに御議論いただくということにさせていただきたいと思い

ます。 

 長時間、ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○消費者委員会事務局 今、３月に予定されている次回のところで、もう一度、委員の皆さんの自
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由な議論をということですね。 

○□□委員 サマライズをして、要点は絞りながらということです。 

○消費者委員会事務局 今日、御議論いただいた方向で、集約していくということですか。 

○□□委員 サマライズします。 

○消費者委員会事務局 今日、この場で御意見を出し尽くしていないということであれば、今日の

議論にこだわらず、次回までに全部出してもらうことになると思います。ただ、それを申請者に伝

えるかどうかというのは、また別の問題です。 

○□□委員 それはしません。ですから、３月24日にもう一度集合で、議論をさせてください。た

だし、今回の部会の貴重な御意見に関しては、整理をしていくと、大体ポイントが幾つかに絞られ

ます。そこの部分をサマライズ、つまり要約をして、そして、今日の議論をもとに、もしかすると、

他の委員の方、あるいはちょっと視点を変えて、それ以外の部分に話が及ぶかもしれませんが、併

せて具体的に申請者にどうお返しするかということを、最終的に３月24日には１つ結論を出します

ということです。 

 それでよろしいですか。ありがとうございます。 

 長時間ありがとうございました。 

 

 

≪３．報告事項≫ 

 （１）特定保健用食品の表示許可品目（規格基準型・再許可） 

 

○受田部会長 審議事項に関しては、ここで区切りをつけさせていただいて、あとは、短いのです

けれども、報告事項について、お願いいたします。規格基準型・再許可の表示許可について、消費

者庁より御説明をお願いします。 

○消費者庁食品表示企画課 資料６を御覧ください。 

 こちらは規格基準型・再許可として申請されたものを許可したものとなります。 

 規格基準型とは既に特保として許可実績が十分にある科学的な根拠が蓄積されている関与成分

に対して、量であるとか、表示の内容などをテンプレートとして定めているものです。 

 再許可とは既に許可をしたものに対して、商品名や風味を変更するといった、軽微な変更をした

ものです。 

 規格基準型と再許可については、消費者委員会での御審議をいただかず、消費者庁のみで書類の

内容を確認し、許可を行っているものとなり、こちらの部会の場でどういうものを許可したかとい

うことを、御報告申し上げているものとなります。 

 今回、８件ございます。 

 １件目、製品名「エースブロック」。申請者は山田養蜂場です。サーデンペプチドを関与成分と

しまして、血圧が高めの方に適する食品となっております。こちらは基となる「エースブロック」、

同じ商品名ですけれども、申請者が異なるものです。 
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 ２点目「おいしいオリゴドールキャンデー」。申請者はカンロ。ガラクトオリゴ糖を関与成分と

して、ビフィズス菌を増やし、腸内の環境を良好に保つので、お腹の調子を整えるという表示とな

っております。 

 ３点目「おさかなソーセージT70」。申請者は日本水産。関与成分はカルシウムで、許可を受ける

表示の内容として、若い女性が健全な骨の健康を維持し、年をとってからの骨粗鬆症になるリスク

を低減するかもしれませんというものです。こちらは「おさかなソーセージ70」というものから、

商品名が異なるものです。 

 ４番目「胡麻麦茶190」。申請者はサントリー食品インターナショナル。ゴマペプチドを関与成分

としまして、血圧が高めの方に適した飲料です。「ゴマペプ茶」という商品がございますが、こち

らの商品名を変えて、申請がなされたものになります。 

 ５番目「強炭酸水プラス天然水仕立て」。申請者はアサヒ飲料。難消化性デキストリンを関与成

分として、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにするので、脂肪の多い食事をとりがちな方、食後

の中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立つものです。 

 ６番目「国産六条大麦使用食物繊維入り麦茶」。イオントップバリュが申請者です。難消化性デ

キストリンを関与成分として、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにするので、脂肪の多い食事を

とりがちな方、食後の中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立つものです。 

 続いて「五彩ブレンド茶」「抹茶入りにごり緑茶」。申請者は、ともにハルナプロデュースです。

難消化性デキストリンを関与成分としまして、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにするので、脂

肪の多い食事をとりがちな方、食後の中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立つということで、

許可をしているものとなります。 

 今回は、この８品目を規格基準型・再許可として許可をしておりますので、御報告申し上げます。 

 以上です。 

○受田部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明に対して、御質問等はございませんでしょうか。北嶋委員、お願いします。 

○北嶋委員 簡単に、初めてのことなので、教えていただきたいのですけれども、他の省庁だと許

可と使わなくて、認可という言葉をよく使うと思うのですが、許可というのは、調査部会、あるい

は消費者庁では統一されていて、テクニカルタームというか、術語なのでしょうか。 

 同様に規格基準ということも、規格と基準は別物で、通常規格と基準は、「・」を打ったりする

のですけれども、この規格基準というのも通常とは使い方が違うのでしょうか。 

 以上、法的な話で恐縮です。 

○受田部会長 消費者庁、お願いします。 

○消費者庁食品表示企画課 許可に関しては、法令的な用語で特別用途表示の許可ということにな

っているので、許可としております。 

 規格基準型というのは、いわゆる通知上の言い方で、単純に成分を特定して、成分は一定の規格

に適用するもの、一定の表示のものとか、含有量の幅とか、そうしたものを決めていって、それを

規格基準型という形で整理をさせていただいております。法令的な用語ではございません。 
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○受田部会長 ありがとうございました。

よろしいでしょうか。

他によろしいでしょうか。ありがとうございました。

≪４．閉会≫ 

○受田部会長 それでは、本日の議事は、以上となります。

事務局から連絡事項がありましたら、お願いいたします。

○金子参事官 本日は、長時間にわたりまして、御議論いただきまして、ありがとうございました。

次回の日程は、先ほど申し上げましたとおり、３月24日の14時からということで予定をしており

ます。次回もどうぞよろしくお願いいたします。 

○受田部会長 ありがとうございました。

長時間にわたりまして、御議論いただき、審議事項は、今回の第６次の１回目ということもあり

まして、協議をしっかり、また、丁寧にという思いで、皆様から御意見を頂いております。次回に

継続審議になりましたけれども、引き続き、よろしくお願いいたします。 

それでは、これにて閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 




